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事業協同組合 企業組合
　中小企業者が相互扶助の精神に基づ
き４人以上集まり、共同事業を通じて生
産性、技術力、販売力などを高めるととも
に、対外交渉力を強め中小企業の発展
と経済的地位の向上を図るために設けら
れた典型的な組合組織である。
　主な事業としては、共同生産・加工事
業、共同購買事業、共同宣伝・販売・市
場開拓事業、研究開発事業、情報提供
事業、人材育成研修事業、金融事業、債
務保証事業等である。

　個人事業者等が４人以上集まり、個々
の資本と労働を組合に集中して、組合の
事業に従事し、組合自体がひとつの企業
体として営利事業を行う組織である。
　企業組合では、事業者に限らず勤労者
や主婦、高齢者なども組合員として加入
することができ、自らの経験やノウハウを
生かして働く場を確保するのに適してお
り、小売業や飲食業、福祉や観光ビジネ
ス、情報産業などに活用されている。

http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/kn/ksk/ksgs/in
dex.htm

北海道　建設部　建設政策
局　建設管理課
TEL：011-204-5810

北海道

制度の概要

下請建設企業又は資材業者が元請建設企業に対して有する債権（手形を含む。）
について、ファクタリング会社が支払保証を行うことにより、下請建設企業等の債権
保全を支援。（事業期間は令和２年３月３１日まで）

●組合への支援事業

■連携・共同化・債務保証等
制度名

公共工事及び公共性のある一定の民間工事（病院、福祉施設、ＰＦＩなど）の発注者
に対して有する工事請負代金債権を担保に、事業協同組合等又は一定の民間事
業者から出来高に応じて低利で融資を受けられる。また、工事の出来高を超えた未
完成部分についても、保証事業会社の金融保証により、金融機関から融資を受け
やすくなる。（事業期間は令和３年３月３１日まで）

　中小企業組合制度は、中小企業の発展に寄与することを目的としており、国や道
の実施する各種中小企業施策の受け皿としての役割も果たしている。
　特に北海道中小企業団体中央会などの各種指導事業を通じて組合を支援してい
る。

建設業担い手対策支
援事業（再掲）

建設業団体等が行う入職促進、定着促進及び生産性向上に資する取組に対し、経
費の一部を補助する。

開発局国土交通省　土地・建設産
業局　建設市場整備課
TEL:03-5253-8111（代）
北海道開発局　事業振興
部　建設産業課
TEL:011-709-2311（代）
（一財）建設業振興基金
金融支援部
TEL:03-5473-4575

地域建設業経営強化
融資制度

下請債権保全支援事
業

●主な組合の内容 北海道中小企業組合制度に
よる支援

http://www.h-
chuokai.or.jp/

北海道中小企業団体中央
会
連携支援部
TEL:011-231-1919
北海道　経済部　地域経済
局　中小企業課
TEL:011-204-5332

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000011.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000033.html
http://www.h-chuokai.or.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/ksgs/index.htm


リンク先 問い合わせ先 担当
https://www.hsc.or.jp/c
onsul_cat/marketing/

(公財)北海道中小企業総
合支援センター　企業振興
部
　TEL:011-232-2406
北海道　経済部　地域経済
局　中小企業課
　TEL:011-204-5331

北海道

http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/kz/sss/marke/
dosankogaiyore.htm

北海道　経済部　食関連産
業室
　TEL:011-204-5766

北海道

http://www.dousanhin.c
om/

（一社）北海道貿易物産振
興会
　TEL:011-251-7976

北海道

http://www.dousanhin.c
om/hibc/

北海道国際ビジネスセン
ター
　TEL:011-251-2700

北海道

リンク先 問い合わせ先 担当
北海道中小企業団体中央
会
　TEL:011-231-1919
全国中小企業団体中央会
　TEL:03-3523-49015

北海道

http://www.sec.or.jp/el
ecen/it-business.html

（一財）さっぽろ産業振興財
団
　TEL:011-814-5021

札幌市IT利活用促進事業費
補助金

札幌市内の中小企業が、自社の経営課題の解決に向けた取り組みにおいて、ITの
利活用を行うために必要な費用の一部を助成する補助金を交付する。

■販路拡大・交流会
制度の概要制度名

組合等情報ネットワー
クシステム等開発事
業

組合等を基盤とした情報ネットワークシステムの構築、組合員及び関連する中小企
業向け業務用アプリケーションシステムの開発及びこれらのシステムの普及のため
の事業に対し、支援を行う。

制度名 制度の概要
■ＩＴ支援

北海道産品取引商談
会

道内（札幌市）及び東京・大阪において道内製造事業者と流通関係事業者との情
報交換及び取引マッチングの場を提供。

道内企業の貿易や海外展開など、海外との経済交流の取組をワンストップで総合
的に支援する機関。専門家のアドバイスの提供やセミナー・研修会等を開催。

ビジネスマッチング支
援事業

道内中小企業者等に対して、事業提携、市場開拓、資金調達等に関するビジネス
プランの発表の場を提供し、ビジネスパートナーとのマッチングを図る。（随時）

北海道国際ビジネス
センター

北海道どさんこプラザ 道内（ＪＲ札幌駅構内ほか１店舗）、道外（ＪＲ有楽町駅近傍ほか６店舗）及び海外
（シンガポール及びタイ）に、道内企業支援を目的として道が設置しているアンテナ
ショップ。
[主な支援機能]
・テスト販売→新商品等を試験的に販売
・マーケティングサポート催事→催事を通じ消費者のニーズ把握
・マーケティングアドバイザー制度
→札幌、首都圏及び中京圏在住のアドバイザーによる相談制度

https://www.hsc.or.jp/consul_cat/marketing/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/dosankogaiyore.htm
http://www.dousanhin.com/
http://www.dousanhin.com/hibc/
http://www.sec.or.jp/elecen/it-business.html

